
目

次

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ

た
政
治
団
体
の
名
称
等

一

△

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
政
治
団

体
の
名
称
等

一
二

△

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体

の
名
称
等

一
五

△

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

一
六

△

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
の
届
出
が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等

一
七

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

(

政
党
の
支
部)
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1

自
由
民
主
党
広
島
県
柔
道

接
骨
師
連
盟
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
遺
族

会
支
部

自
由
民
主
党
広
島
東
支
部

自
由
民
主
党
西
区
第
一
支

部 自
由
民
主
党
広
島
県
タ
ク

シ
ー
協
会
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
同
和

会
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
第
三

選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
新
広
島
支
部

自
由
民
主
党
豊
栄
町
支
部

自
由
民
主
党
大
和
町
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
建
設

21
世
紀
の
会
支
部

自
由
民
主
党
坂
町
支
部

民
主
党
広
島
県
第
７
区
総

支
部 名

称

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

異
動
事
項

川
瀬

泰
司

佐
々
木

幸
雄

平
田

修
己

矢
口

文
行

瀬
脇

雄
介

笹
倉

賢
治

安
芸
郡
坂
町
坂
東
一

丁
目
七
番
二
号

広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一
二

広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一
二

家
森

建
昭

賀
茂
郡
豊
栄
町
安
宿

九
六
三

中
谷

良
昭

賀
茂
郡
大
和
町
蔵
宗

一
五
四
七－

二

増
本

照
也

安
芸
郡
海
田
町
日
の

出
町
八－

一
九

安
芸
郡
坂
町
坂
東
一

丁
目
一
八
番
一
三
号

和
田�
志 新

内

容

山
口

三
千
高

香
川

卓
而

神
川

正
紀

田
中

文
雄

中
川

博
司

木
原

幸
雄

広
島
市
西
区
横
川
町

三
丁
目
六
番
一
〇

広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一－

一

二 広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一－

一

二 栗
原

信
明

賀
茂
郡
豊
栄
町
大
字

清
武
一
三
番
地
の
三

山
本

幸
男

賀
茂
郡
大
和
町
字
上

徳
良
一
二
六
五

古
本

昇

広
島
市
西
区
己
斐
上

二
丁
目
三
三
番
一
九

号 安
芸
郡
坂
町
坂
東
三

丁
目
五
番
一
号

和
田

隆
志 旧

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
一
七

一
七
・

三
・
一
五

一
七
・

三
・

八

一
七
・

三
・

七

一
七
・
・
二
・
二
三

一
七
・
・
二
・
二
三

一
七
・

二
・
一
八

一
七
・

二
・
一
八

一
七
・

一
・
一
三

一
七
・

一
・
一
三

一
七
・

一
・

五

届
出
年
月
日

(

平

成)

(号外)

号

第 ９８

外

号
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自
由
民
主
党
安
芸
津
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
歯
科

医
師
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
広
島

市
東
区
第
二
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
港
湾

支
部

社
会
民
主
党
広
島
県
連
合

自
由
民
主
党
因
島
市
支
部

自
由
民
主
党
豊
町
支
部

自
由
民
主
党
木
江
町
支
部

自
由
民
主
党
因
島
市
支
部

自
由
民
主
党
府
中
市
支
部

民
主
党
広
島
県
総
支
部
連

合
会

自
由
民
主
党
能
美
町
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
軍
恩

総
支
部

日
本
共
産
党
広
島
県
委
員

会 自
由
民
主
党
八
千
代
町
支

部 自
由
民
主
党
広
島
県
農
業

団
体
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

東
広
島
市
安
芸
津
町

三
津
四
二
三
二

自
由
民
主
党
安
芸
津

支
部

荒
川

信
介

広
島
市
東
区
戸
坂
大

上
一
丁
目
三
番
二
号

村
重

芳
雄

上
村

好
輝

宮
地

信
義

鹿
渡

忠

森
川

完
治

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

木
江
丙
一
四
四
番
地

一 松
浦

幸
男

因
島
市
中
庄
町
天
神

五
九
八
一
番
一
号

松
本

義
美

佐
藤

公
治

江
田
島
市
能
美
町
鹿

川
三
〇
七
一－

四

加
納

武
士

藤
田

尚
志

松
浦

利
貞

安
芸
高
田
市
八
千
代

町
佐
々
井
一
六
八
一－

六
四

齋
藤

環

豊
田
郡
安
芸
津
町
三

津
四
二
三
二

自
由
民
主
党
安
芸
津

町
支
部

山
科

透

広
島
市
東
区
牛
田
南

一
丁
目
二
番
二
一－

一
〇
三
号

平
山

裕
治

坪
島

公
一

宮
崎

勇

佐
村

道
一

西
田

巧

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

明
石
一
八
五
二－

二

園
田

義
徳

因
島
市
田
熊
町
西
浜

区
二
三
二
七
番
一
号

藤
原

由
貴
男

柳
田

稔

佐
伯
郡
能
美
町
大
字

鹿
川
三
〇
七
一
番
地

四 中
島

勲

鍵
浦

俊
文

浮
田

洋
吾

高
田
郡
八
千
代
町
佐

々
井
宇
水
無
八
番
地

青
木�
雄

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・
四
・
二
二

一
七
・

四
・
一
八

一
七
・

四
・
一
一

一
七
・

四
・

五

一
七
・

四
・

四

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
五

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

自
由
民
主
党
河
内
支
部

自
由
民
主
党
黒
瀬
支
部

自
由
民
主
党
倉
橋
支
部

自
由
民
主
党
口
和
支
部

自
由
民
主
党
君
田
支
部

自
由
民
主
党
木
江
支
部

自
由
民
主
党
川
尻
支
部

自
由
民
主
党
蒲
刈
支
部

自
由
民
主
党
音
戸
支
部

自
由
民
主
党
大
崎
支
部

自
由
民
主
党
江
田
島
支
部

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

自
由
民
主
党
河
内
支

部 東
広
島
市
黒
瀬
町
宗

近
柳
国
二
六
九
六

自
由
民
主
党
黒
瀬
支

部 呉
市
倉
橋
町
七
三
七

九 自
由
民
主
党
倉
橋
支

部 庄
原
市
口
和
町
金
田

八
七－

二

自
由
民
主
党
口
和
支

部 三
次
市
君
田
町
東
入

君
一
六
四－

一

自
由
民
主
党
君
田
支

部 自
由
民
主
党
木
江
支

部 呉
市
川
尻
町
森
二
丁

目
一
〇－

一

自
由
民
主
党
川
尻
支

部 呉
市
蒲
刈
町
大
浦
四

八
三
九

自
由
民
主
党
蒲
刈
支

部 呉
市
音
戸
町
畑
一
丁

目
一
九－

九

自
由
民
主
党
音
戸
支

部 豊
田
郡
大
崎
上
島
町

中
野
四
六
五
三－

二

自
由
民
主
党
大
崎
支

部 江
田
島
市
江
田
島
町

切
串
一
丁
目
一
三－

二
一

自
由
民
主
党
江
田
島

支
部

自
由
民
主
党
河
内
町

支
部

賀
茂
郡
黒
瀬
町
宗
近

柳
国
二
六
九
六
番
地

自
由
民
主
党
黒
瀬
町

支
部

安
芸
郡
倉
橋
町
七
三

七
九
番
地

自
由
民
主
党
倉
橋
町

支
部

比
婆
郡
口
和
町
金
田

八
七
の
二

自
由
民
主
党
口
和
町

支
部

双
三
郡
君
田
村
東
入

君
一
六
四－

一

自
由
民
主
党
君
田
村

支
部

自
由
民
主
党
木
江
町

支
部

豊
田
郡
川
尻
町
森
二

丁
目
一
〇
番
一
号

自
由
民
主
党
川
尻
町

支
部

安
芸
郡
蒲
刈
町
大
浦

四
八
三
九

自
由
民
主
党
蒲
刈
町

支
部

安
芸
郡
音
戸
町
畑
一

丁
目
一
九－

九

自
由
民
主
党
音
戸
町

支
部

豊
田
郡
大
崎
町
大
字

中
野
四
六
五
三－

二

自
由
民
主
党
大
崎
町

支
部

安
芸
郡
江
田
島
町
切

串
三
丁
目
二
六
番
九

号 自
由
民
主
党
江
田
島

町
支
部

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

(号外)
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自
由
民
主
党
豊
浜
支
部

自
由
民
主
党
豊
栄
支
部

自
由
民
主
党
高
野
支
部

自
由
民
主
党
大
和
支
部

自
由
民
主
党
総
領
支
部

自
由
民
主
党
神
石
支
部

自
由
民
主
党
神
石
三
和
支

部 自
由
民
主
党
下
蒲
刈
支
部

自
由
民
主
党
西
城
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

呉
市
豊
浜
町
豊
島
三

五
八
一
番
地

自
由
民
主
党
豊
浜
支

部 東
広
島
市
豊
栄
町
安

宿
九
六
三

自
由
民
主
党
豊
栄
支

部 岩
苔

譲

庄
原
市
高
野
町
新
市

七
〇
三－

二

自
由
民
主
党
高
野
支

部 三
原
市
大
和
町
蔵
宗

一
五
四
七－

二

自
由
民
主
党
大
和
支

部 庄
原
市
総
領
町
稲
草

九
九
一－

四

自
由
民
主
党
総
領
支

部 神
石
郡
神
石
高
原
町

牧
三
六

自
由
民
主
党
神
石
支

部 神
石
郡
神
石
高
原
町

小
畠
二
〇
八
五－

一

自
由
民
主
党
神
石
三

和
支
部

呉
市
下
蒲
刈
町
下
島

六
九
七－

二

自
由
民
主
党
下
蒲
刈

支
部

庄
原
市
西
城
町
大
佐

七
六
五－

一
一

自
由
民
主
党
西
城
支

部 東
広
島
市
河
内
町
中

河
内
一
二
五
三

豊
田
郡
豊
浜
町
豊
島

三
五
二
六－

一
五

自
由
民
主
党
豊
浜
町

支
部

賀
茂
郡
豊
栄
町
安
宿

九
六
三

自
由
民
主
党
豊
栄
町

支
部

高
井

修
三

比
婆
郡
高
野
町
新
市

七
〇
三
番
地
二
号

自
由
民
主
党
高
野
町

支
部

賀
茂
郡
大
和
町
蔵
宗

一
五
四
七－

二

自
由
民
主
党
大
和
町

支
部

甲
奴
郡
総
領
町
大
字

稲
草
九
九
一
番
四
号

自
由
民
主
党
総
領
町

支
部

神
石
郡
神
石
町
大
字

牧
三
六
番

自
由
民
主
党
神
石
町

支
部

神
石
三
和
町
大
字
小

畠
二
〇
八
五
番
地
の

一 自
由
民
主
党
三
和
町

支
部

安
芸
郡
下
蒲
刈
町
下

島
六
九
七
の
二

自
由
民
主
党
下
蒲
刈

町
支
部

比
婆
郡
西
城
町
大
佐

七
五
六
番
地
一
七
号

自
由
民
主
党
西
城
町

支
部

賀
茂
郡
河
内
町
中
河

内
一
二
五
三
番
地

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

自
由
民
主
党
豊
支
部

自
由
民
主
党
油
木
支
部

自
由
民
主
党
安
浦
支
部

自
由
民
主
党
福
富
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
福
山

市
第
三
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
東
広

島
市
第
一
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
尾
道

市
第
一
支
部

自
由
民
主
党
東
野
支
部

自
由
民
主
党
沼
隈
支
部

自
由
民
主
党
豊
松
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

呉
市
豊
町
大
長
五
〇

二
二

自
由
民
主
党
豊
支
部

神
石
郡
神
石
高
原
町

小
野
一
一
九
二
番
地

自
由
民
主
党
油
木
支

部 呉
市
安
浦
町
内
海
南

一
丁
目
一－

四

自
由
民
主
党
安
浦
支

部 東
広
島
市
福
富
町
久

芳
二
八
六
五－

一

自
由
民
主
党
福
富
支

部 福
山
市
御
船
町
一
丁

目
三
番
一
四
号

自
由
民
主
党
広
島
県

福
山
市
第
三
支
部

東
広
島
市
黒
瀬
町
宗

近
柳
国
八
八
九
番
一

自
由
民
主
党
広
島
県

東
広
島
市
第
一
支
部

尾
道
市
御
調
町
白
太

六
九－

一
番
地

自
由
民
主
党
広
島
県

尾
道
市
第
一
支
部

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

東
野
七
三
五
番
地

自
由
民
主
党
東
野
支

部 福
山
市
沼
隈
町
草
深

二
七
八
五－

二
三
九

自
由
民
主
党
沼
隈
支

部 神
石
郡
神
石
高
原
町

下
豊
松
九
〇
六－

一

自
由
民
主
党
豊
松
支

部

豊
田
郡
豊
町
大
長
五

〇
二
二
番
地

自
由
民
主
党
豊
町
支

部 神
石
郡
油
木
町
大
字

小
野

自
由
民
主
党
油
木
町

支
部

豊
田
郡
安
浦
町
大
字

内
海
二
八
七
六
番
一

号 自
由
民
主
党
安
浦
町

支
部

賀
茂
郡
福
富
町
久
芳

二
八
六
五－

一

自
由
民
主
党
福
富
町

支
部

福
山
市
御
船
町
一
丁

目
三
番
一
四
号

自
由
民
主
党
広
島
県

福
山
市
・
沼
隈
郡
第

三
支
部

賀
茂
郡
黒
瀬
町
宗
近

柳
国
八
八
九
番
一
号

自
由
民
主
党
広
島
県

賀
茂
郡
第
一
支
部

御
調
郡
御
調
町
白
太

六
九－

一
番
地

自
由
民
主
党
広
島
県

御
調
郡
第
一
支
部

豊
田
郡
東
野
町
七
三

五 自
由
民
主
党
東
野
町

支
部

沼
隈
郡
沼
隈
町
草
深

二
七
八
五－

二
三
九

自
由
民
主
党
沼
隈
町

支
部

神
石
郡
豊
松
村
大
字

下
豊
松
九
〇
六－

一

自
由
民
主
党
豊
松
村

支
部

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
六
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自
由
民
主
党
甲
田
支
部

自
由
民
主
党
芸
北
支
部

公
明
党
広
島
第
四
支
部

自
由
民
主
党
油
木
支
部

自
由
民
主
党
御
調
支
部

自
由
民
主
党
東
城
支
部

自
由
民
主
党
上
下
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
保
育

支
部

民
主
党
広
島
県
参
議
院
選

挙
区
第
一
総
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
地
域

活
性
化
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
歯
科

技
工
士
支
部

公
明
党
広
島
第
八
総
支
部

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

自
由
民
主
党
甲
田
支

部 山
県
郡
北
広
島
町
溝

口
一
八
六
六－

一

自
由
民
主
党
芸
北
支

部 渡
辺

善
隆

安
芸
郡
海
田
町
三
迫

一
丁
目
九
番
四
七

村
上

克
朗

尾
道
市
御
調
町
白
太

一
七

自
由
民
主
党
御
調
支

部 庄
原
市
東
城
町
川
東

一
三
七
一－

九

自
由
民
主
党
東
城
支

部 府
中
市
上
下
町
上
下

二
四
七
九

自
由
民
主
党
上
下
支

部 塩
出

善
郎

高
橋

英
治

四
倉

美
千
代

山
県
郡
北
広
島
町
細

見
八
六
三

藤
田

一
朗

岡
田

美
津
子

久
保
井

昭
則

三
次
市
石
原
町
二
四

〇
番
地

自
由
民
主
党
甲
田
町

支
部

山
県
郡
芸
北
町
大
字

溝
口
一
八
六
六－

一

自
由
民
主
党
芸
北
町

支
部

奥
戸

政
行

東
広
島
市
高
屋
町
小

谷
三
三
六
三
番
地

清
川

満

御
調
郡
御
調
町
白
太

一
七
号

自
由
民
主
党
御
調
町

支
部

比
婆
郡
東
城
町
川
東

一
三
七
一
番
地
九
号

自
由
民
主
党
東
城
町

支
部

甲
奴
郡
上
下
町
上
下

二
四
七
九
番
地

自
由
民
主
党
上
下
町

支
部

塩
出

順
子

山
口

幸
男

菅
田

皎
一

山
県
郡
芸
北
町
細
見

八
六
三
番
地

衛
藤

勝
也

久
保
井

昭
則

大
沢

忠
夫

庄
原
市
川
北
町
一
二

三
五
番
地

一
七
・

七
・
二
五

一
七
・

七
・
二
五

一
七
・

七
・
二
二

一
七
・

七
・
一
五

一
七
・

七
・

五

一
七
・

六
・
二
四

一
七
・

六
・
二
〇

一
七
・

六
・
一
七

一
七
・

六
・
一
六

一
七
・

六
・

三

一
七
・

六
・

三

一
七
・

五
・
二
五

自
由
民
主
党
河
内
支
部

民
主
党
広
島
県
第
５
区
総

支
部

民
主
党
広
島
県
第
７
区
総

支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
備
後

静
友
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
と
き

わ
会
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
農
業

団
体
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
環
衛

支
部

自
由
民
主
党
作
木
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
港
湾

支
部

自
由
民
主
党
戸
河
内
支
部

自
由
民
主
党
筒
賀
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
広
島
市
河
内
町
入

野
二
一
三
九－

一
八

呉
市
中
央
六
丁
目
一

番
一
五
号

福
山
市
曙
町
三
丁
目

一
六
番
五
号

尾
道
市
向
東
町
一
〇

〇
七
七－

二
番
地

濱
谷

潤
二

後
藤

昭

広
島
市
東
区
二
葉
の

里
三
丁
目
八－

二
一

西
岡

恒
治

児
玉

靜
秋

平
石

博

佐
々
木

克
巳

田
村

眞
司

野
田

史
朗

三
次
市
作
木
町
西
野

一
五
九
番
地

自
由
民
主
党
作
木
支

部 井
田

潔
志

山
県
郡
安
芸
太
田
町

土
居
八
五－

一

山
県
郡
安
芸
太
田
町

上
筒
賀
五
五
一

自
由
民
主
党
筒
賀
支

部 安
芸
高
田
市
甲
田
町

高
田
原
一
〇
五
五

東
広
島
市
河
内
町
中

河
内
一
二
五
三

呉
市
中
通
三
丁
目
一

番
三
一
号

福
山
市
南
手
城
町
一

丁
目
七－

一
〇

尾
道
市
新
浜
一
丁
目

九
番
二
二
号

庄
垣
内

勝

松
村

在

広
島
市
東
区
光
町
二

丁
目
四
番
八
号

黒
木

義
昭

齋
藤

環

恒
松

義
明

松
岡

雅
史

槙
岡

義
教

末
国

孝

双
三
郡
作
木
村
下
作

木
一
五
七
五
番

自
由
民
主
党
作
木
村

支
部

村
重

芳
雄

山
県
郡
戸
河
内
町
八

五
番
一
号

山
県
郡
筒
賀
村
上
筒

賀
五
五
一

自
由
民
主
党
筒
賀
村

支
部

高
田
郡
甲
田
町
高
田

原
一
〇
一
〇

一
七
・
一
〇
・
一
二

一
七
・
一
〇
・

三

一
七
・

九
・
二
一

一
七
・

九
・

九

一
七
・

八
・

八

一
七
・

八
・

四

一
七
・

七
・
二
九

一
七
・

七
・
二
九

一
七
・

七
・
二
八

一
七
・

七
・
二
五

一
七
・

七
・
二
五
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自
由
民
主
党
広
島
東
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
藤
友

支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
支
部

連
合
会

自
由
民
主
党
広
島
県
港
運

支
部

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

西
林

禮
二

木
原

正
則

中
川

秀
直

中
塚

章
仁

乗
越

耕
司

間
所

了

木
原

利
枝

亀
井

郁
夫

�
橋

惺

和
久
野

雅
心

一
七
・
一
一
・
二
七

一
七
・
一
一
・
二
四

一
七
・
一
一
・
二
四

一
七
・
一
一
・

二

山
口
康
文
後
援
会

末
盛
守
後
援
会

山
本
た
だ
し
後
援
会

永
田
雅
紀
後
援
会

岡�
齊
後
援
会

胡
子
雅
信
後
援
会

岩
原
か
す
む
後
援
会

槌
原
敬
司
後
援
会

高
見
利
明
後
援
会

赤
川
三
郎
後
援
会

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

安
芸
高
田
市
吉
田
町

多
治
比
三
八
九
番
地

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

小
世
良
八
六
六
番
地

山
本

和
子

戸
田

晃
就

小
早
川

勤

神
石
郡
神
石
高
原
町

有
木
二
〇
七
番
地

江
田
島
市
大
柿
町
大

原
五
四
六－

六

北
條

秀
次
郎

神
石
郡
神
石
高
原
町

父
木
野
二
九
六
〇
番

地 胡
谷

光
春

荒
木

宗
雄

安
芸
高
田
市
吉
田
町

山
手
八
三
四
番
地
一

新
内

容

高
田
郡
吉
田
町
多
治

比
三
八
九
番
地

世
羅
郡
甲
山
町
大
字

小
世
良
八
六
六
番
地

尾
谷

一
彦

土
居
川

幸
三

見
吉

道
徳

神
石
郡
豊
松
村
有
木

字
油
屋
二
〇
七
番
地

江
田
島
市
大
柿
町
大

原
五
四
九－

一

原
田

三
俊

神
石
郡
三
和
町
大
字

小
畠
二
四
五
六－
一

中
村

勝
馬

迫
田

利
器

安
芸
高
田
市
吉
田
町

山
手
六
九
〇
番
地
七

旧

一
七
・

一
・
一
七

一
七
・

一
・
一
七

一
七
・

一
・
一
二

一
七
・

一
・
一
二

一
七
・

一
・
一
一

一
七
・

一
・
一
一

一
七
・

一
・
一
一

一
七
・

一
・

四

一
七
・

一
・

四

一
七
・

一
・

四

届
出
年
月
日

(

平

成)

松
田
実
後
援
会

広
島
県
Ｊ
Ａ
政
策
研
究
会

広
島
県
軍
恩
連
盟

広
島
県
Ｉ
Ｔ
促
進
政
治
連

盟 日
本
共
産
党
能
美
町
後
援

会 よ
り
さ
だ
秀
幸
後
援
会

山
本
広
治
後
援
会

藤
井
昌
之
後
援
会

助
木
達
夫
後
援
会

三
菱
広
島
支
部
政
治
活
動

委
員
会

大
和
ま
ち
づ
く
り
の
会

竹
下
正
彦
後
援
会

国
岡
富
郎
後
援
会

中
山
昭
夫
後
援
会

栗
栖
定
後
援
会

か
め
い
源
吉
後
援
会

か
め
い
源
吉
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

山
県
郡
北
広
島
町
川

小
田
三
九
八
番
地

齋
藤

環

加
納

武
士

尾
道
市
西
則
末
町
一

一
番
四
七
号

江
田
島
市
能
美
町
中

町
八
八
〇－

三

神
石
郡
神
石
高
原
町

大
字
上
野
一
九
八
番

地
五

山
本

哲
子

三
次
市
布
野
町
下
布

野
六
八
八
番
地
二

安
芸
高
田
市
吉
田
町

下
入
江
二
四
五
〇
番

地 三
次
市
三
良
坂
町
長

田
八
六
〇
番
地

谷
口

英
男

北
島

國
廣

竹
光

美
代
子

竹
下

正
彦

三
次
市
三
和
町
下
板

木
二
八
六－

五

三
次
市
甲
奴
町
本
郷

一
七
三
三
番
地
三

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
加
計
一
〇
七
番

地 廣
田

幸
男

三
次
市
布
野
町
上
布

野
一
八
六
〇
番
地

三
次
市
布
野
町
上
布

野
甲
一
八
六
三
番
地

の
二

山
県
郡
芸
北
町
字
川

小
田
三
九
八
番
地

青
木�
雄

中
島

勲

賀
茂
郡
黒
瀬
町
国
近

五
一
一

佐
伯
郡
能
美
町
中
町

八
八
〇
番
地
の
三

神
石
郡
油
木
町
大
字

上
野
一
八
九
番
五
号

吉
村

豊
治

双
三
郡
布
野
村
下
布

野
六
八
八
番
地
の
二

高
田
郡
吉
田
町
大
字

下
入
江
二
四
五
〇
番

地 双
三
郡
三
良
坂
町
長

田
八
六
〇
番
地

沖
田

肇

前
野

弘
晃

竹
光

祥
純

福
本

正
彦

双
三
郡
三
和
町
下
板

木
二
八
六－

五

広
島
県
甲
奴
郡
甲
奴

町
大
字
本
郷
一
七
三

三－

三

山
県
郡
加
計
町
大
字

加
計
一
〇
七
番
地

広
田

吉
春

三
次
市
布
野
町
上
布

野
甲
一
八
六
三
番
地

の
二

双
三
郡
布
野
村
大
字

上
布
野
甲
一
八
六
三

番
地
の
二

一
七
・

二
・

一

一
七
・

二
・

一

一
七
・

二
・

一

一
七
・

一
・
三
一

一
七
・

一
・
三
一

一
七
・

一
・
二
八

一
七
・

一
・
二
八

一
七
・

一
・
二
八

一
七
・

一
・
二
八

一
七
・

一
・
二
七

一
七
・

一
・
二
七

一
七
・

一
・
二
六

一
七
・

一
・
二
六

一
七
・

一
・
二
五

一
七
・

一
・
一
九

一
七
・

一
・
一
九

一
七
・

一
・
一
九
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沼
正
会

亀
静
会

岡�
正
淳
後
援
会

和
多
利
義
之
後
援
会

フ
ォ
ー
ラ
ム
21

竹
下
正
彦
後
援
会

高
橋
み
さ
子
と
歩
む
会

児
玉
浩
後
援
会

児
玉
更
太
郎
後
援
会

前
屋
舗
干
城
後
援
会

矢
田
貝
克
治
後
援
会

佐
伯
卓
師
後
援
会

広
島
県
自
動
車
整
備
政
治

連
盟

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

福
山
市
沼
隈
町
大
字

草
深
一
九
三
一
番
地

二 福
山
市
川
口
町
一－

一
六－

三
五

福
山
市
沼
隈
町
大
字

草
深
一
九
三
一
番
地

二 福
村

昌
敏

村
上

光

因
島
市
土
生
町
一
四

五
四

山
県
郡
北
広
島
町
有

田
一
九
五
二
番
地

中
野

和
彦

高
橋
み
さ
子
と
歩
む

会 安
芸
高
田
市
高
宮
町

来
女
木
六
一
四

安
芸
高
田
市
高
宮
町

来
女
木
六
一
四

前
屋
舗

世
紀
子

坂
本

茂
雄

神
石
郡
神
石
高
原
町

下
豊
松
甲
一
二
三
五

番
地

佐
伯

卓
師

佐
伯

卓
師

神
石
郡
神
石
高
原
町

福
永
甲
二
四
九
一

古
谷

敏
明

広
島
市
西
区
観
音
新

町
四
丁
目
一
三
番
一

三－

三
号

前
山

君
子

沼
隈
郡
沼
隈
町
草
深

一
九
三
一
番
地
の
二

福
山
市
多
治
米
町
一

丁
目
四
番
一
〇
号

沼
隈
郡
沼
隈
町
草
深

一
九
三
一
番
地
の
二

角
振

芳
郎

園
田

義
徳

因
島
市
田
熊
町
西
浜

区
字
大
番

山
県
郡
千
代
田
町
大

字
有
田
一
九
五
二
番

地 正
月
谷

は
る
み

元
気
わ
く
わ
く
ワ
ク

ワ
ク
大
野
高
橋
み
さ

子
と
歩
む
会

高
田
郡
高
宮
町
来
女

木
六
一
四
番
地

高
田
郡
高
宮
町
来
女

木
六
一
四

村
中

巌

中
越

正
明

神
石
郡
豊
松
村
大
字

下
豊
松
甲
一
二
三
五

番
地

竹
田

伸
吉

谷
口

憲
靖

神
石
郡
神
石
町
大
字

福
永
甲
二
四
九
一

松
田

欣
也

広
島
市
西
区
観
音
新

町
二
丁
目
四－

二
五

上
畠

順
一

一
七
・

二
・

八

一
七
・

二
・

八

一
七
・

二
・

八

一
七
・

二
・

七

一
七
・

二
・

七

一
七
・

二
・

七

一
七
・

二
・

七

一
七
・

二
・

七

一
七
・

二
・

七

一
七
・

二
・

四

一
七
・

二
・

三

一
七
・

二
・

三

一
七
・

二
・

二

上
田
節
臣
後
援
会

今
田
純
治
後
援
会

石
橋
良
三
後
援
会

球
友
会

分
野
達
見
後
援
会

久
保
田
龍
泉
後
援
会

広
島
県
浄
化
槽
対
策
推
進

政
治
連
盟

環
整
連
政
治
連
盟
広
島
県

支
部

今
井
資
宏
後
援
会

宮
沢
洋
一
後
援
会

前
原
春
夫
後
援
会

竹
丸
学
後
援
会

仁
和
経
済
研
究
会

窪
田
泰
三
後
援
会

山
本
た
だ
し
後
援
会

柳
田
章
後
援
会

�
倉
和
之
後
援
会

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

片
岡

寿
一

廿
日
市
市
河
津
原
一

〇
一
七－

二

広
島
県
安
佐
南
区
西

原
九
丁
目
六－

二
七

若
林

充
史

分
野

達
見

須
田

六
朗

神
石
郡
神
石
高
原
町

高
光
二
〇
三
一
の
一

谷
口

桂
子

黒
瀬

英
治

谷
口

桂
子

黒
瀬

栄
治

三
次
市
吉
舎
町
清
網

四
六
六－

一
番
地

倉
橋

吉
敬

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

下
津
田
一
七
〇
五
番

地 山
県
郡
北
広
島
町
中

原
七
六
二
番

松
浦

正
人

児
玉

肇

東
広
島
市
黒
瀬
町
乃

美
尾
六
二
番
地

江
田
島
市
能
美
町
中

町
四
九
一
三－

八

山
県
郡
北
広
島
町
後

有
田
九
八
一

中
川

義
則

廿
日
市
市
河
津
原
四

六
〇

広
島
市
安
佐
南
区
中

筋
一
丁
目
二
三－

一

五 坂
元

芳
典

伊
達

啓
介

久
保
田

直
美

神
石
郡
神
石
町
高
光

二
〇
三
一
番
地
一

黒
瀬

英
治

三
井

崇
裕

黒
瀬

英
治

三
井

崇
裕

双
三
郡
吉
舎
町
大
字

清
綱
四
六
六－

一

小
丸

法
之

世
羅
郡
世
羅
西
町
大

字
下
津
田
一
七
〇
五

番
地

山
県
郡
豊
平
町
中
原

七
六
二
番

松
浦

晟

本
田

純
郎

広
島
県
賀
茂
郡
黒
瀬

町
大
字
乃
美
尾
六
二

番
地

佐
伯
郡
能
美
町
中
町

四
九
一
三－

八

山
県
郡
千
代
田
町
大

字
後
有
田
九
八
一

一
七
・

二
・
一
七

一
七
・

二
・
一
七

一
七
・

二
・
一
七

一
七
・

二
・
一
六

一
七
・

二
・
一
五

一
七
・

二
・
一
五

一
七
・

二
・
一
四

一
七
・

二
・
一
四

一
七
・

二
・
一
四

一
七
・

二
・
一
〇

一
七
・

二
・

九

一
七
・

二
・

九

一
七
・

二
・

九

一
七
・

二
・

九

一
七
・

二
・

八

一
七
・

二
・

八

一
七
・

二
・

八
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池
本
賢
治
後
援
会

高
田
昭
夫
後
援
会

吉
井
清
介
後
援
会

宮
本
新
八
後
援
会

宮
新
会

藤
井
正
己
後
援
会

広
島
の
夢
創
造
機
構

中
森
辰
一
後
援
会

新
緑
会

吉
清
会

河
井
克
行
を
育
て
る
会

増
原
義
剛
加
計
町
後
援
会

加
計
正
弘
後
援
会

井
上
さ
ち
こ
応
援
団

市
川
基
矩
後
援
会

間
所
了
後
援
会

広
島
政
経
研
究
会

広
島
地
域
政
策
研
究
会

秦
明
美
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

東
広
島
市
黒
瀬
町
川

角
一
六
四－

四

三
次
市
布
野
町
横
谷

九
九
九
番
地
の
四

砂
田

悦
男

山
県
郡
北
広
島
町
細

八
六
三

山
県
郡
北
広
島
町
細

八
六
三

神
石
郡
神
石
高
原
町

坂
瀬
川
一
一
四
五－

二 広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一
二

中
本

康
雄

山
県
郡
北
広
島
町
細

見
八
六
三

砂
田

悦
男

広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一
二

中
本

正
廣

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
下
筒
賀
一
一
一

八
の
七

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
加
計
三
三
四
〇

佐
伯
郡
大
野
町
福
面

二
丁
目
七
番
二
八
号

山
本

晴
巳

矢
口

文
行

矢
口

文
行

広
島
市
安
佐
南
区
西

原
九
丁
目
六－

二
七

出
口

剛
男

賀
茂
郡
黒
瀬
町
川
角

一
六
四
番
地
四
号

双
三
郡
布
野
村
横
谷

九
九
九
番
地
の
四

石
丸

義
裕

山
県
郡
芸
北
町
細
見

八
六
三
番
地

山
県
郡
芸
北
町
細
見

八
六
三
番
地

神
石
郡
三
和
町
大
字

坂
瀬
川
一
一
四
五
番

二
号

広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一－

一

二 田
阪

正
利

山
県
郡
芸
北
町
細
見

八
六
三
番
地

石
丸

義
裕

広
島
市
安
佐
南
区
大

町
西
一
丁
目
一－

一

二 栗
栖

修
二

山
県
郡
加
計
町
下
筒

賀
一
一
一
八－

七

山
県
郡
加
計
町
大
字

加
計
三
三
四
〇

佐
伯
郡
大
野
町
福
面

三
丁
目
一
四
番
一
四

号 山
本

節
子

田
中

文
雄

田
中

文
雄

広
島
市
安
佐
南
区
中

筋
一
丁
目
二
三－

一

五 出
口

剛

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
四

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
二

一
七
・

二
・
二
二

一
七
・

二
・
二
一

一
七
・

二
・
二
一

一
七
・

二
・
一
八

一
七
・

二
・
一
八

一
七
・

二
・
一
七

一
七
・

二
・
一
七

林
高
正
後
援
会

津
球
直
洋
後
援
会

斉
藤
マ
ユ
ミ
後
援
会

秀
吉
忠
昭
後
援
会

島
本
秀
人
後
援
会

福
山
共
同
火
力
労
働
組
合

政
治
活
動
委
員
会

広
島
市
議
会
自
由
民
主
党

井
上
光
徳
後
援
会

渡
辺
と
し
の
り
後
援
会

ふ
た
み
会

冨
野
井
利
明
後
援
会

木
島
丘
市
政
推
進
会

田
中
明
雄
後
援
会

丸
山
英
三
後
援
会

福
松
武
男
後
援
会

能
美
修
友
会

中
津
昭
士
後
援
会

沖
井
修
後
援
会

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

林

由
紀
子

國
本

芳
弘

大
竹
市
元
町
二
丁
目

二
番
五
号

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
松
原
八
一
七
番

地 三
次
市
三
和
町
上
壱

一
〇
八
四－

一

島
本

秀
人

東
広
島
市
黒
瀬
町�原四一三－二八 小

寺

英
夫

木
山

徳
和

東
広
島
市
福
富
町
久

芳
二
八
二
七
の
一

神
石
郡
神
石
高
原
町

小
畠
四
三
一
番
地

三
次
市
三
和
町
上
板

木
三
三
五

三
次
市
三
和
町
下
板

木
二
六
二－

一

広
島
市
安
佐
北
区
上

深
川
町
六
四
二－

一

江
田
島
市
沖
美
町
美

�
八
〇
八
番
地
の
二

神
石
郡
神
石
高
原
町

木
津
和
一
四
六
九
番

地
一

神
石
郡
神
石
高
原
町

油
木
甲
三
一
五－

二

江
田
島
市
大
柿
町
柿

浦
二
〇
六
六－

七

岡
田

恒
彦

江
田
島
市
大
柿
町
柿

浦
二
〇
六
六－

七

林

高
正

木
林

靜
夫

大
竹
市
元
町
二
丁
目

八
番
五
号

山
県
郡
戸
河
内
町
松

原
八
一
七
番
地

双
三
郡
三
和
町
上
壱

一
〇
八
四
番
地
一

藤
原

徹

賀
茂
郡
黒
瀬
町�
原

四
一
三－

二
八

木
曽

修

児
玉

光
禎

賀
茂
郡
福
富
町
大
字

久
芳
二
八
二
七
の
一

番
地

神
石
郡
三
和
町
大
字

小
畠
四
三
一
番
地

双
三
郡
三
和
町
上
板

木
三
三
五

双
三
郡
三
和
町
下
板

木
二
六
二
番
地
の
一

広
島
市
安
佐
北
区
上

深
川
町
八
二
二－

一

佐
伯
郡
沖
美
町
三
吉

八
〇
八
番
地
の
二

神
石
郡
三
和
町
木
津

和
一
四
六
九
番
地
の

一 神
石
郡
油
木
町
大
字

油
木
甲
三
一
五－

二

佐
伯
郡
大
柿
町
柿
浦

二
〇
六
六
番
地
の
七

山
本

義
雄

佐
伯
郡
大
柿
町
柿
浦

二
〇
六
六－

七

一
七
・

三
・
一
四

一
七
・

三
・
一
四

一
七
・

三
・
一
〇

一
七
・

三
・

九

一
七
・

三
・

九

一
七
・

三
・

八

一
七
・

三
・

八

一
七
・

三
・

八

一
七
・

三
・

七

一
七
・

三
・

七

一
七
・

三
・

七

一
七
・

三
・

七

一
七
・

三
・

四

一
七
・

三
・

三

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八
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政
治
結
社
日
本
國
心
會

木
山
徳
和
後
援
会

池
田
は
じ
め
後
援
会

宮
西
正
司
後
援
会

林
田
浩
秋
後
援
会

日
本
遺
族
政
治
連
盟
広
島

県
本
部

谷
杉
義
隆
後
援
会

島
谷
友
晴
後
援
会

川
口
裕
司
後
援
会

上
垣
内
輝
男
後
援
会

井
上
数
治
後
援
会

福
山
市
医
師
連
盟

近
崎
一
博
後
援
会

門
山
幸
昭
後
援
会

元
広
和
亨
後
援
会

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

宮
岡

秀
次

広
島
市
東
区
戸
坂
南

一
丁
目
二
〇－

一
〇

徳
納

武
使

三
原
市
久
井
町
和
草

二
〇
二
四
番
地

呉
市
倉
橋
町
一
八
〇

九－

二

呉
市
安
浦
町
中
央
一

丁
目
三
番
二
九
号

佐
々
木

幸
雄

平
田

修
己

高
岡

繁
博

西
原

英
男

三
原
市
大
和
町
椋
梨

二
九
五
九
番
地

東
広
島
市
黒
瀬
町
兼

広
五
三
三－

二
九

三
原
市
大
和
町
箱
川

四
〇
〇
七
番
地
の
七

上
垣
内

輝
男

呉
市
音
戸
町
波
多
見

八
丁
目
三
番
一
〇
号

奥
野

博
子

細
木

宣
男

神
石
郡
神
石
高
原
町

永
野
二
四
四
九

東
広
島
市
福
富
町
上

戸
野
四
一
七
八
番
地

三
次
市
吉
舎
町
敷
地

一
四
九
五

山
田

洋
介

広
島
市
東
区
戸
坂
新

町
一
丁
目
七－

二
二

－

三
〇
二

細
川

和
慶

御
調
郡
久
井
町
大
字

和
草
二
〇
二
四
番
地

安
芸
郡
倉
橋
町
一
八

〇
九－

二

豊
田
郡
安
浦
町
三
津

口
二
九
四
番
地

香
川

卓
而

神
川

正
紀

澤
田

博
行

王
地

靖

賀
茂
郡
大
和
町
大
字

椋
梨
二
九
五
九
番
地

賀
茂
郡
黒
瀬
町
兼
広

五
三
三－

二
九

賀
茂
郡
大
和
町
大
字

箱
川
四
〇
〇
七
番
地

の
七

上
垣
内

軍
三

安
芸
郡
音
戸
町
波
多

見
八
丁
目
三
番
一
〇

号 細
木

宣
男

黒
瀬

康
平

神
石
郡
神
石
町
大
字

永
野
二
四
四
九

賀
茂
郡
福
富
町
上
戸

野
四
一
七
八
番
地

双
三
郡
吉
舎
町
敷
地

一
四
九
五

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
一
八

一
七
・

三
・
一
六

一
七
・

三
・
一
六

一
七
・

三
・
一
四

広
島
県
歯
科
衛
生
士
連
盟

平
原
博
明
後
援
会

日
本
共
産
党
三
原
市
後
援

会 佐
々
木
清
蔵
後
援
会

菊
本
攝
子
後
援
会

内
海
た
つ
き
ち
後
援
会

堀
ま
さ
と
後
援
会

鎌
田
哲
彰
後
援
会

小
川
信
晃
後
援
会

荒
井
静
彦
後
援
会

山
本
郁
男
後
援
会

松
島
幹
雄
後
援
会

深
井
達
雄
を
育
て
る
会

穴
迫
隆
史
後
援
会

松
本
文
夫
後
援
会

細
川
ま
さ
こ
と
ハ
ー
ト
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

広
島
政
経
研
究
会

中
川
ひ
ろ
し
と
豊
か
さ
へ

の
出
発
を
考
え
る
会(

中

川
洋
後
援
会)

土
井
正
純
後
援
会

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

沖
田

妙
子

呉
市
音
戸
町
畑
一
丁

目
一
八
番
一
四
号

大
杉

利
夫

力
石

文
人

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
加
計
三
四
七
八

番
地
一

山
県
郡
北
広
島
町
長

笹
一
四
一
〇－

一

尾
道
市
御
調
町
大
町

五
〇
番
地
七

三
原
市
久
井
町
江
木

七
九
番
地
の
四

江
田
島
市
能
美
町
鹿

川
二
七
九
〇

世
羅
郡
世
羅
町
宇
津

戸
一
八
九
〇

三
原
市
大
和
町
下
徳

良
一
八
七
〇

江
田
島
市
能
美
町
鹿

川
三
〇
七
一－

四

三
原
市
大
和
町
蔵
宗

一
五
四
七
番
地
二

安
芸
高
田
市
高
宮
町

佐
々
部
二
三
五
六
番

地
の
一

三
原
市
本
郷
町
上
北

方
八
五
三－

一

東
広
島
市
河
内
町
小

田
三
三
〇
五－

一

大
竹
市
玖
波
八
丁
目

五－

二
三

徳
納

武
使

中
川

雅
夫

呉
市
音
戸
町
早
瀬
一

丁
目
五
番
三
〇
号

関

和
子

安
芸
郡
音
戸
町
畑
一

丁
目
一
八
番
一
四
号

中
川

清

吉
見

純
一

山
県
郡
加
計
町
加
計

三
四
七
八－

一

山
県
郡
豊
平
町
長
笹

一
四
一
〇－

一

御
調
郡
御
調
町
大
字

大
町
五
〇
番
地
七

御
調
郡
久
井
町
大
字

吉
田
三
七
四
番
地

佐
伯
郡
能
美
町
鹿
川

二
七
九
〇
番
地

世
羅
郡
甲
山
町
宇
津

戸
一
八
九
〇

賀
茂
郡
大
和
町
下
徳

良
一
八
七
〇

佐
伯
郡
能
美
町
大
字

鹿
川
三
〇
七
一
番
地

の
四

賀
茂
郡
大
和
町
蔵
宗

一
五
四
七
番
地
二

高
田
郡
高
宮
町
佐
々

部
二
三
五
六
番
地
の

一 豊
田
郡
本
郷
町
上
北

方
八
五
三－

一

賀
茂
郡
河
内
町
大
字

小
田
三
三
〇
五
番
地

一 大
竹
市
玖
波
二
丁
目

四
番
一
二
号

細
川

和
慶

中
川

哲

安
芸
郡
音
戸
町
早
瀬

一
丁
目
五
番
三
〇
号

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
五

一
七
・

三
・
二
五

一
七
・

三
・
二
五

一
七
・

三
・
二
五

一
七
・

三
・
二
四

一
七
・

三
・
二
四

一
七
・

三
・
二
四

一
七
・

三
・
二
四

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三
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井
上
彰
後
援
会

有
田
ひ
で
み
後
援
会

渡
辺
義
則
後
援
会

三
谷
積
後
援
会

水
間
茂
後
援
会

ま
す
は
ら
義
剛
戸
河
内
町

後
援
会

田
中
常
洋
後
援
会

仲
行
洋
後
援
会

成
和
政
経
塾

さ
さ
き
寿
吉
後
援
会

佐
々
木
あ
き
ら
後
援
会

大
田
晋
後
援
会

上
杉
正
作
後
援
会

向
井
一
男
後
援
会

三
木
い
く
子
後
援
会

広
島
県
中
央
地
域
政
策
研

究
会

坪
川
ひ
ろ
み
後
援
会

梶
山
は
る
た
か
後
援
会

岡
本
秀
一
後
援
会

連
合
広
島
の
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

神
石
郡
神
石
高
原
町

上
豊
松
甲
一
五
一
二

番
地

東
広
島
市
黒
瀬
切
田

が
丘
三
丁
目
一
七
番

二
号

安
芸
高
田
市
高
宮
町

船
木
四
三
八
九
番
地

三 岡
田

義
見

世
羅
郡
世
羅
町
大
字

東
上
原
八
四
三

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
戸
河
内
七
九
二

番
地
の
一

安
芸
高
田
市
八
千
代

町
勝
田
一
三
三
五
番

地
の
一

世
羅
郡
世
羅
町
上
津

田
二
三
八
四
番
地

東
広
島
市
西
条
町
下

見
二
七
六
一－

二

米
田

博
信

酒
井

増
夫

広
島
市
中
区
幟
町
一

四－

二－

四
〇
三

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
田
吹
二
二
五
八

－

三
呉
市
倉
橋
町
一
二
二

七 尾
道
市
向
島
町
三
三

五
四
番
地
一

呉
市
川
尻
町
森
二
丁

目
一
〇
番
一
号

呉
市
川
尻
町
森
二
丁

目
一
〇
番
一
号

呉
市
川
尻
町
東
三
丁

目
一
六
番
四
号

呉
市
音
戸
町
二
丁
目

八－

六

杉
原

弘
展

神
石
郡
豊
松
村
上
豊

松
甲
一
五
一
二
番
地

賀
茂
郡
黒
瀬
町
切
田

が
丘
三
丁
目
一
七
番

二 安
芸
高
田
市
高
宮
町

船
木
上
土
居
之
内
八

三
番
地
の
六

荒
金

重
臣

世
羅
郡
甲
山
町
大
字

東
上
原
八
四
三
番
地

山
県
郡
戸
河
内
町
七

九
二
番
地
の
一

高
田
郡
八
千
代
町
大

字
勝
田
字
化
正
面
一

三
三
五
番
地
の
一

世
羅
郡
世
羅
西
町
上

津
田
二
三
八
四
番
地

賀
茂
郡
福
富
町
上
戸

野
三
五
五
二

岩
崎

旺
太
郎

太
刀
掛

勇
一

広
島
市
中
区
大
手
町

一
丁
目
一
番
三
〇
号

山
県
郡
戸
河
内
町
二

二
五
八
番
地
の
三

安
芸
郡
倉
橋
町
一
二

二
七

御
調
郡
向
島
町
三
三

五
四
番
地
一
号

豊
田
郡
川
尻
町
森
二

丁
目
一
〇
番
一
号

豊
田
郡
川
尻
町
森
二

丁
目
一
〇
番
一
号

豊
田
郡
川
尻
町
東
三

丁
目
一
六
番
四
号

安
芸
郡
音
戸
町
藤
脇

二
丁
目
八－

六

森
田

信
義

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
八

亀
岡
章
治
後
援
会

岡
村
信
吉
後
援
会

横
山
邦
和
後
援
会

中
村
勝
義
後
援
会

耕
友
会

木
山
耕
三
後
援
会

池
田�
興
後
援
会

山
田
経
介
後
援
会

丸
山
達
夫
後
援
会

藤
田
宣
昭
後
援
会

新
田
賢
慈
後
援
会

中
田
昭
人
後
援
会

し
ろ
ま
和
行
後
援
会

経
友
会

上
村
臣
男
後
援
会

垣
内
昭
子
後
援
会

沖
広
正
文
後
援
会

梅
尾
泰
文
後
援
会

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

小
林

昭

山
県
郡
北
広
島
町
木

次
一
九
九－

一

庄
原
市
東
城
町
田
黒

二
四
九
番
地
二

庄
原
市
東
城
町
大
字

竹
森
一
二
七－

一

山
県
郡
北
広
島
町
岩

戸
二
二
四
六
番
地
一

庄
原
市
東
城
町
帝
釈

始
終
四
〇
二
番
地

庄
原
市
東
城
町
川
西

四
二
六
番
地

東
広
島
市
黒
瀬
町
宗

近
柳
国
二
八
八
番
地

二 川
畑

隆
一

神
石
郡
神
石
高
原
町

田
頭
三
二
七
番
地
の

一 尾
道
市
向
島
町
三
五

五
二
番
地
五

尾
道
市
向
島
町
五
八

八
五－

七

庄
原
市
口
和
町
大
月

五
三
三
番
地
七

城
間

早
苗

山
田

経
介

上
村

直
美

呉
市
焼
山
泉
ケ
丘
一

丁
目
一
三
番
八
号

東
広
島
市
福
富
町
久

芳
二
八
二
五
番
地

東
広
島
市
黒
瀬
町
大

多
田
五
六
〇－

四

山
県
郡
北
広
島
町
有

田
四
四
番
地

西
岡

幸
隆

山
県
郡
千
代
田
町
木

次
一
九
九－

一

比
婆
郡
東
城
町
大
字

田
黒
二
四
九－

二
番

地 比
婆
郡
東
城
町
大
字

竹
森
一
二
七
番
地
の

一 山
県
郡
大
朝
町
大
字

岩
戸
二
二
四
六
番
地

の
一

比
婆
郡
東
城
町
帝
釈

始
終
四
〇
二

比
婆
郡
東
城
町
川
西

四
二
六

賀
茂
郡
黒
瀬
町
大
字

宗
近
柳
国
二
八
八
番

地
二

坪
井

忠
治

神
石
郡
神
石
町
大
字

田
頭
三
二
七
番
地
の

一 御
調
郡
向
島
町
三
五

五
二－

五

御
調
郡
向
島
町
六
五

九
五－

二
四

比
婆
郡
口
和
町
大
月

五
三
三
番
地
の
七

佐
藤

元
施

山
下

寛
司

上
村

臣
男

呉
市
東
愛
宕
町
四－

二
〇

賀
茂
郡
福
富
町
久
芳

二
八
二
五
番
地

賀
茂
郡
黒
瀬
町
大
多

田
五
六
〇－

四

山
県
郡
千
代
田
町
大

字
有
田
四
四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

一

一
七
・

四
・

一

一
七
・

四
・

一

一
七
・

四
・

一

一
七
・

四
・

一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一
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泉
信
也
の
国
政
を
語
る
会

清
隆
会

清
川
隆
信
後
援

会 吉
和
ひ
ろ
し
後
援
会

加
藤
英
伸
後
援
会

沖
本
富
男
後
援
会

堀
ま
さ
と
後
援
会

杉
原
璋
憲
後
援
会

寺
戸
照
一
後
援
会

西
村
和
正
後
援
会

緒
方
直
之
後
援
会

今
田
純
治
後
援
会

山
根
信
行
後
援
会

村
上
み
す
ず
後
援
会

原
川
隆
治
後
援
会

な
ご
し
光
治
後
援
会

高
見
利
明
後
援
会

高
木
武
子
後
援
会

坂
本
三
千
男
後
援
会

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

村
重

芳
雄

清
川

正
章

守
光

隆

尾
道
市
御
調
町
大
蔵

一
六
三
番
地

尾
道
市
御
調
町
神
一

三
三
番
地
一

高
松

哲
郎

廿
日
市
市
玖
島
三
七

七
五－

一

三
原
市
久
井
町
吉
田

三
七
四
番
地

武
内

瑩
之
助

三
次
市
吉
舎
町
三
玉

六
八
五
番
地

庄
原
市
東
城
町
久
代

一
六
八

広
島
市
東
区
牛
田
東

一
丁
目
三
番
二
五
号

－

六
〇
一

廿
日
市
市
河
津
原
四

六
〇

尾
道
市
御
調
町
丸
門

田
二
四
〇
番
地
の
一

尾
道
市
向
島
町
一
一

五
四
一
番
地

東
広
島
市
安
芸
津
町

小
松
原
一
〇
〇
六
番

地 庄
原
市
東
城
町
川
西

四
五
三－

一

東
広
島
市
黒
瀬
町
楢

原
二
二
〇

高
木

武
子

山
県
郡
北
広
島
町
戸

谷
一
八
八－

三

平
山

裕
司

亀
山

幸
一

清
川

正
章

御
調
郡
御
調
町
大
字

大
蔵
一
六
三
番
地

御
調
郡
御
調
町
神
一

三
三－

一

平
野

顕
壮

佐
伯
郡
佐
伯
町
玖
島

三
七
七
五－

一

三
原
市
久
井
町
江
木

七
九
番
地
の
四

板
原

正
美

双
三
郡
吉
舎
町
大
字

三
玉
六
八
五
番
地

比
婆
郡
東
城
町
大
字

久
代
一
六
八

広
島
市
東
区
牛
田
南

一
丁
目
二－

二
一－

一
〇
三

廿
日
市
市
河
津
原
一

〇
一
七－

二

御
調
郡
御
調
町
大
字

丸
門
田
二
四
〇
番
地

の
一

御
調
郡
向
島
町
一
一

五
四
一
番
地

豊
田
郡
安
芸
津
町
小

松
原
一
〇
〇
六
番
地

比
婆
郡
東
城
町
大
字

川
西
四
五
三－

一

賀
茂
郡
黒
瀬
町
楢
原

二
二
〇

村
上

憲
一

広
島
県
山
県
郡
豊
平

町
戸
谷
一
八
八－

三

一
七
・

四
・
一
一

一
七
・

四
・
一
〇

一
七
・

四
・

八

一
七
・

四
・

八

一
七
・

四
・

八

一
七
・

四
・

七

一
七
・

四
・

七

一
七
・

四
・

六

一
七
・

四
・

五

一
七
・

四
・

五

一
七
・

四
・

五

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

一
七
・

四
・

四

門
田�
博
後
援
会

広
島
民
社
議
員
ネ
ッ
ト

熊
高
昌
三
後
援
会

杉
本
武
信
後
援
会

小
笠
原
し
ん
や
後
援
会

広
島
県
歯
科
医
師
連
盟

中
原
爽
広
島
後
援
会

大
島
よ
し
ひ
さ
後
援
会

城
戸
常
太
後
援
会

反
富
士
銀
行
の
会

金
行
哲
昭
後
援
会
を
育
て

る
会

福
山
を
マ
ジ
メ
に
考
え
る

会 大
下
勝
登
後
援
会

21
ふ
く
や
ま
を
創
る
会

大
下
勝
登
後
援
会

中
村
和
夫
後
援
会

泉
信
也
広
島
県
港
湾
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

名

称

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

三
原
市
久
井
町
江
木

一
一
五
七
番
地
五

広
島
市
南
区
金
屋
町

一
番
一
七
号

安
芸
高
田
市
高
宮
町

川
根
二
三
五
五
番
地

山
県
郡
北
広
島
町
筏

津
一
二
四
七－

二

佐
々
木

有

荒
川

信
介

荒
川

信
介

荒
川

信
介

呉
市
倉
橋
町
七
三
七

九 山�
真
一

金
行
哲
昭
後
援
会
を

育
て
る
会

大
田

恵
子

大
田

浩
右

福
山
市
沖
野
上
町
二

丁
目
一
五
番
三
二
号

福
山
を
マ
ジ
メ
に
考

え
る
会

栗
栖

一
信

石
井

準
平

山
県
郡
安
芸
太
田
町

大
字
上
殿
五
九
三

東
広
島
市
河
内
町
中

河
内
七
二
二－

一

村
重

芳
雄

御
調
郡
久
井
町
江
木

一
一
五
七
番
地
五

広
島
市
中
区
小
網
町

六
番
一
二
号

安
芸
高
田
市
高
宮
町

川
根
二
九
五
一
番
地

山
県
郡
大
朝
町
大
字

筏
津
一
二
四
七－

二

番
地

�
橋

重
道

山
科

透

山
科

透

山
科

透

安
芸
郡
倉
橋
町
七
三

七
九

麻
生

和
男

金
行
哲
昭
を
育
て
る

会 櫻
井

須
磨
子

藤
井

保
夫

福
山
市
日
吉
台
一
丁

目
一
一－

二
七

市
政
を
ま
じ
め
に
考

え
る
会

栗
栖

憲
司

三
好

章

山
県
郡
戸
河
内
町
五

九
三
番
地

賀
茂
郡
河
内
町
中
河

内
七
二
二
番
地
の
一

平
山

裕
司

一
七
・

五
・
二
五

一
七
・

五
・
二
〇

一
七
・

五
・
一
六

一
七
・

五
・
一
一

一
七
・

五
・
一
〇

一
七
・

四
・
二
二

一
七
・

四
・
二
二

一
七
・

四
・
二
二

一
七
・

四
・
二
〇

一
七
・

四
・
一
九

一
七
・

四
・
一
八

一
七
・

四
・
一
四

一
七
・

四
・
一
三

一
七
・

四
・
一
二

一
七
・

四
・
一
二

一
七
・

四
・
一
一

一
七
・

四
・
一
一

(号外)
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藤
田
雄
山
後
援
会

広
島
県
Ｊ
Ａ
政
策
研
究
会

正
友
会

久
保
田
正
信
後
援
会

泉
信
也
広
島
県
港
湾
後
援

会 泉
信
也
の
国
政
を
語
る
会

前
田
達
郎
後
援
会

木
山
耕
三
後
援
会

馬
場
照
雄
後
援
会

松
本
太
郎
後
援
会

広
島
県
ト
ラ
ッ
ク
経
営
研

究
会

広
島
県
看
護
連
盟

仁
ノ
岡
範
之
後
援
会

兼
桝
栄
二
後
援
会

加
藤
隆
光
後
援
会

田
端
忠
則
後
援
会

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

代

表

者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

名

称

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

川
崎

博
行

西
岡

恒
治

児
玉

靜
秋

松
下

紀
年

馬
場

修

江
田
島
市
江
田
島
町

小
用
二
丁
目
四
二
番

一
九
号

勝
間

譲

井
田

潔
志

井
田

潔
志

山
県
郡
北
広
島
町
吉

木
二
二
七
二－

一

岡
村

信
吉

呉
市
蒲
刈
町
向
二
八

五
九

廿
日
市
市
阿
品
四
丁

目
四
番
四
号

山
根

徹
吾

広
島
県
看
護
連
盟

細
谷

利
恵

兼
桝

忠
義

兼
桝

忠
義

江
田
島
市
能
美
町
中

町
三
三
六
五－

三

三
次
市
三
和
町
敷
名

三
二
六
三

宇
田

誠

黒
木

義
昭

齋
藤

環

馬
場

修

平
崎

幸
春

安
芸
郡
江
田
島
町
小

用
二
丁
目
四
二
番
一

九
号

森

和
男

村
重

芳
雄

村
重

芳
雄

山
県
郡
豊
平
町
吉
木

二
二
七
二－
一

木
山

耕
三

安
芸
郡
蒲
刈
町
向
二

八
五
九
番
地

廿
日
市
市
阿
品
台
山

の
手
三
番
一
三
号

西
村

博
伍

日
本
看
護
連
盟
広
島

県
支
部

細
谷

恵
美

兼
桝

栄
二

兼
桝

栄
二

佐
伯
郡
能
美
町
中
町

三
三
六
五－

三

双
三
郡
三
和
町
敷
名

三
二
六
三
番
地

一
七
・

八
・

五

一
七
・

八
・

四

一
七
・

八
・

一

一
七
・

八
・

一

一
七
・

七
・
二
八

一
七
・

七
・
二
八

一
七
・

七
・
一
三

一
七
・

七
・
一
一

一
七
・

七
・

四

一
七
・

七
・

一

一
七
・

七
・

一

一
七
・

七
・

一

一
七
・

七
・

一

一
七
・

六
・
一
五

一
七
・

六
・

九

一
七
・

五
・
三
〇

安
井
ひ
ろ
の
り
後
援
会

井
上
励
後
援
会

明
日
会

岡
勇
後
援
会

堀
江
貴
文
事
務
所

前
屋
舗
干
城
後
援
会

堀
井
伸
樹
後
援
会

名
越
む
ね
と
し
後
援
会

山
中
節
子
後
援
会

田
中
義
隆
後
援
会

大
方
俊
治
後
援
会

呉
発
展
フ
ォ
ー
ラ
ム

井
上
さ
ち
こ
応
援
団

和
田
た
か
し
後
援
会

府
中
地
区
医
師
連
盟

上
村
好
輝
後
援
会

わ
た
か
べ
幸
弘
と
歩
く
会

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

石
井

ス
ミ
エ

廿
日
市
市
大
野
原
四

－

八－

三
四

石
井

ス
ミ
エ

山
田

誠

尾
道
市
山
波
町
明
現

前
五
六
番
一
号

堀
江
貴
文
事
務
所

前
屋
舗

世
紀
子

佐
伯
郡
大
野
町
四
八

四
一
番
地

庄
原
市
東
城
町
小
奴

可
七
九
七－

一

日
下

昭
光

広
島
市
佐
伯
区
湯
来

町
葛
原
甲
八
一

佐
伯
区
湯
来
町
大
字

白
砂
五
四
五

江
田
島
市
沖
美
町
是

長
二
九
一
番
地

岡
本

英
昭

佐
々
木

長
男

佐
伯
郡
大
野
町
福
面

三
丁
目
一
四
番
一
四

号 福
山
市
曙
町
三
丁
目

一
六－

五

長

健

大�
敬
昭

福
山
市
沼
隈
町
常
医

師
六
五
一－

七

斉
藤

三
長

佐
伯
郡
大
野
町
原
四

丁
目
八
番
三
四
号

斉
藤

三
長

山
田

敏
一

尾
道
市
東
御
所
町
六

丁
目
一
八

堀
江
貴
文
後
援
会

坂
本

茂
雄

佐
伯
郡
大
野
町
四
八

二
〇
番
地

比
婆
郡
東
城
町
大
字

小
奴
可
七
九
七－

一

�
橋

三
平

佐
伯
郡
湯
来
町
大
字

葛
原
甲
八
一
番
地

佐
伯
郡
湯
来
町
白
砂

五
四
五

佐
伯
郡
沖
美
町
是
長

二
九
一
番
地

明
神

博

堀
口

勝
哉

佐
伯
郡
大
野
町
福
面

二
丁
目
七
番
二
八
号

福
山
市
南
手
城
町
一

丁
目
七－

一
〇

寺
岡

暉

有
田

智
樹

沼
隈
郡
沼
隈
町
常
石

六
五
一－

八

一
七
・
一
一
・

七

一
七
・
一
一
・

七

一
七
・
一
一
・

七

一
七
・
一
〇
・
二
四

一
七
・
一
〇
・
二
一

一
七
・
一
〇
・
一
一

一
七
・
一
〇
・
一
一

一
七
・

九
・
二
八

一
七
・

九
・
二
六

一
七
・

九
・
二
六

一
七
・

八
・
一
六

一
七
・

八
・
二
四

一
七
・

八
・
二
四

一
七
・

八
・
一
九

一
七
・

八
・
一
八

一
七
・

八
・
一
八

一
七
・

八
・
一
五
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広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
届

出
が
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

(

政
党
の
支
部)

(

そ
の
他
の
政
治
団
体)
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三
谷
光
男
後
援
会

山�
英
治
後
援
会

竹
下
正
彦
後
援
会

す
や
ま
道
春
後
援
会

護
憲
・
ヒ
ロ
シ
マ
の
会

石
田
明
後
援
会

藤
田
雄
山
後
援
会

地
域
政
策
懇
話
会

県
政
懇
話
会

丸
山
茂
美
後
援
会

小
坂
ま
さ
し
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

代

表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代

表

者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

呉
市
中
央
六
丁
目
一

番
一
五
号

呉
市
倉
橋
町
六
六
三

四 山
県
郡
北
広
島
町
川

戸
二
八
二
九

陶
山

千
津
子

上
村

好
輝

金
子

哲
夫

石
田

素
子

木
原

正
則

木
原

正
則

川
崎

博
行

木
原

正
則

落
合

紀
人

真
田

和
一

府
中
市
諸
毛
町
八
〇

六 玉
井

忠

竹
原
市
竹
原
町
三
六

〇
五
番
地

呉
市
中
通
三
丁
目
一

－

三
一

安
芸
郡
倉
橋
町
宇
和

木
六
六
三
四
番
地

山
県
郡
北
広
島
町
有

田
一
九
五
二
番
地

陶
山

道
春

金
子

哲
夫

石
田

明

石
田

明

木
原

利
枝

木
原

利
枝

木
原

正
則

木
原

利
枝

小
田

敏
晃

上
岡

照
和

府
中
市
諸
毛
町
二
二

五
六

小
田

健
造

竹
原
市
中
央
二
丁
目

七
番
一
八
号

一
七
・
一
二
・

九

一
七
・
一
二
・

二

一
七
・
一
二
・

二

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
二
四

一
七
・
一
一
・
二
四

一
七
・
一
一
・
二
四

一
七
・
一
一
・
二
一

一
七
・
一
一
・
一
〇

自
由
民
主
党
広
島
県
参
議
院
選
挙
区
第
四

支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
西
部
活
性
化
支
部

自
由
民
主
党
広
島
県
第
六
選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
南
栄
支
部

民
主
党
広
島
県
第
１
区
総
支
部

自
由
民
主
党
宮
島
町
支
部

自
由
民
主
党
広
島
西
支
部

名

称

亀
井

郁
夫

小
松

卓
己

亀
井

静
香

兼
桝

栄
二

柿
沼

正
明

山
根

信
孝

前
本

一
美

代

表

者

一
七
・
一
二
・
二
二

一
七
・
一
二
・

一

一
七
・

八
・
一
七

一
七
・

五
・

一

一
七
・

三
・
一
五

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

解
散
年
月
日

(

平

成)

瀬
川
恭
志
後
援
会

斎
木
貞
暁
後
援
会

永
本
貞
子
後
援
会

西
岡
芳
彦
後
援
会

君
田
村
の
21
世
紀
を
み
つ
め
る
会

広
田
昭
彦
後
援
会

乃
万
礼
子
後
援
会

森
岡
よ
し
子
後
援
会

小
田
三
夫
後
援
会

ま
き
は
た
如
水
後
援
会

楠
木
太
志
後
援
会

福
山
け
ん
じ
を
励
ま
す
会

登
地
靖
徳
後
援
会

前
屋
舗
世
紀
子
後
援
会

福
本
仁
後
援
会

反
富
士
銀
行
の
会

名

称

石
原

完
寿

加
藤

輝
夫

永
本

宏
治

西
岡

芳
彦

服
部

省
三

広
田

昭
彦

乃
万

礼
子

森
岡

淑
子

小
田

三
夫

巻
幡

如
水

楠
木
太
一
郎

福
山

権
二

萩
原

孝

中
越

静
江

福
本

仁

山�
武

代

表

者

一
五
・
一
二
・
三
一

一
五
・
一
二
・
三
一

一
五
・
一
二
・
三
一

一
五
・
一
二
・
三
一

一
五
・
一
二
・
三
〇

一
五
・
一
二
・
二
〇

一
五
・

五
・
一
〇

一
五
・

五
・

一

一
五
・

三
・
一
五

一
五
・

二
・
二
五

一
四
・
一
二
・
三
一

一
四
・
一
二
・
二
〇

一
三
・
一
二
・
三
一

一
三
・
一
二
・
二
五

一
二
・
一
二
・
二
〇

一
一
・

三
・
三
一

解
散
年
月
日

(

平

成)

(号外)
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小
林
よ
し
ろ
う
後
援
会

中
西
純
一
後
援
会

竹
田
梅
夫
後
援
会

吉
村
隆
幸
後
援
会

繁
光
積
後
援
会

新
田
学
後
援
会

渡
辺
隆
司
後
援
会

ま
ち
づ
く
り
み
ん
な
の
会

三
重
清
香
後
援
会

光
井
律
夫
後
援
会

大
野
芳
博
後
援
会

山
口
康
文
後
援
会

竹
田
誠
莊
後
援
会

住
田
恭
司
後
援
会

吉
岡
憲
伸
後
援
会

安
原
い
ち
じ
ろ
う
共
産
党
議
員
後
援
会

重
藤
淳
後
援
会

河
相
博
子
後
援
会

梶
川
孝
司
後
援
会

市
民
に
よ
る
市
民
の
為
の
市
民
の
会

市
政
同
友
会

い
む
ら
誠
二
後
援
会

中
村
省
三
郎
後
援
会

西
本
ヨ
シ
ハ
ル
後
援
会

な
ぎ
ら
寿
後
援
会

上
垣
内
輝
男
後
援
会

岡
田
照
弘
後
援
会

殿
山
恭
代
後
援
会

小
林

義
朗

中
西

純
一

竹
田

梅
夫

開
地

截
夫

今
井

信
人

引
地

昌
行

渡
辺

隆
司

福
本

嘉
之

今
井
ヲ
ス
エ

光
井

律
夫

佐
々
木

稔

大
野

大
典

竹
田

誠
莊

関
本

征
雄

勝
間

讓

清
水

正
則

鎌
倉

秀
亮

河
相

博
子

松
永

肇

平
井

剛

中
本

弘

隠
村

雅
晴

中
村
省
三
郎

石
原

顕

土
井

武
生

上
垣
内
輝
男

岡
田

照
弘

久
保
岡
哲
也

一
六
・
一
二
・
二
二

一
六
・
一
二
・
二
〇

一
六
・
一
二
・
二
〇

一
六
・
一
二
・
二
〇

一
六
・
一
二
・
二
〇

一
六
・
一
二
・
二
〇

一
六
・
一
二
・
二
〇

一
六
・
一
二
・
一
八

一
六
・
一
二
・
一
〇

一
六
・
一
二
・

一

一
六
・
一
二
・

一

一
六
・
一
二
・

一

一
六
・
一
一
・
三
〇

一
六
・
一
一
・
三
〇

一
六
・
一
〇
・
三
一

一
六
・

五
・

一

一
六
・

四
・
三
〇

一
六
・

四
・
三
〇

一
六
・

四
・

一

一
六
・

四
・

一

一
六
・

三
・
三
一

一
六
・

三
・
三
一

一
六
・

三
・
三
一

一
六
・

三
・
三
一

一
六
・

三
・
二
五

一
六
・

一
・
三
一

一
五
・
一
二
・
三
一

一
五
・
一
二
・
三
一

石
丸
正
喜
後
援
会｢
流
石
会｣

栗
栖
定
後
援
会

富
田
義
弘
後
援
会

け
い
と
く
勝
後
援
会

岡�
齊
後
援
会

藤
田
泰
後
援
会

和
田
敬
三
後
援
会

た
か
ふ
じ
幸
盛
後
援
会

宮
本
専
太
郎
後
援
会

森
光
崇
後
援
会

福
原
春
人
後
援
会

西
平
克
彦
後
援
会

賀
茂
郡
東
部
医
師
連
盟

深
田
和
義
後
援
会

沖
広
正
文
後
援
会

三
善
明
後
援
会

大
木
直
也
後
援
会

広
島
県
Ｉ
Ｔ
促
進
政
治
連
盟

熊
本
清
後
援
会

児
玉
ふ
み
お
後
援
会

あ
ら
た
に
千
恵
子
後
援
会

沖
石
幸
三
後
援
会

広
島
県
軍
恩
連
盟

川
本
志
津
代
後
援
会

大
原
強
後
援
会

来
山
し
ん
じ
後
援
会

梶
本
進
後
援
会

藤
上
達
美
後
援
会

森
下

初
實

冨
樫

高
城

佐
久
間
収
三

高
田

道
弘

中
平

克
之

池
亀

茂
文

和
田

茂

瀬
尾

悟

宮
本
専
太
郎

立
川

知
昭

福
原

春
人

西
平

克
彦

山
本

宇
生

武
田

勝
雄

中
野

恕

三
善

明

大
木

直
也

山
本

洋

隅
田

卓
三

河
村

誠

荒
谷
千
恵
子

寺
田

勉

加
納

武
士

川
本
志
津
代

大
原

強

来
山

晋
二

梶
本

進

西
谷

光
雄

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
三
〇

一
六
・
一
二
・
二
九

一
六
・
一
二
・
二
八

一
六
・
一
二
・
二
五

一
六
・
一
二
・
二
四

(号外)
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高
橋
一
弘
後
援
会

川
岡
孝
美
後
援
会

福
松
武
男
後
援
会

田
中
明
雄
後
援
会

高
田
昭
夫
後
援
会

俵
壯
太
後
援
会

和
久
野
雅
心
後
援
会

田
辺
寿
孝
後
援
会

天
清
斐
雄
後
援
会

中
本
邦
雄
後
援
会

�
城
会

丸
山
英
三
後
援
会

川
口
裕
司
後
援
会

か
じ
か
わ
ゆ
き
こ
と
一
緒
に
安
佐
南
区
か

ら
広
島
県
を
変
え
る
会

中
岡
照
明
後
援
会

川
下
利
章
後
援
会

中
岡
照
明
政
治
研
究
会

荒
木
正
人
後
援
会

国
岡
光
明
後
援
会

村
田
修
後
援
会

前
原
春
夫
後
援
会

岡
田
孝
裕
後
援
会

辰
先
春
男
後
援
会

藤
原�
助
後
援
会

広
島
県
月
原
し
げ
あ
き
後
援
会

井
上
尚
文
後
援
会

粟
屋
敏
信
後
援
会

山
元
つ
ね
お
と
語
っ
て
な
ん
ぼ
の
会

高
橋

一
弘

丸
山

幸
男

福
松

武
男

田
中

明
雄

中
原

功
友

高
田

文
登

岡
田� 田

辺

寿
孝

黒
田

明

大
谷

勝

中
本�
雄

名
和

善
治

川
口

裕
司

梶
川

幸
子

黒
木

一
男

小
松

洋
昭

中
岡

照
明

荒
木

正
人

植
野

義
暁

田
辺

三
男

吉
岡

隆
幸

岡
田

孝
裕

益
田

卓
二

中�
良
記

岩
田

貞
幸

井
上

尚
文

高
石

稔

山
本

裕

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
〇

一
七
・

二
・

八

一
七
・

二
・

六

一
七
・

二
・

六

一
七
・

二
・

一

一
七
・

二
・

一

一
七
・

二
・

一

一
七
・

一
・
三
〇

一
七
・

一
・
二
六

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

一
六
・
一
二
・
三
一

21
ふ
く
や
ま
を
創
る
会

沖
本
富
男
後
援
会

坂
本
三
千
男
後
援
会

東
照
会

福
岡
さ
と
し
を
育
て
る
会

小
野
し
ん
じ
後
援
会

安
芸
友
会

郷
愛
会

大
曽
根
哲
夫
後
援
会

ふ
な
だ
和
江
後
援
会

ま
ね
き
ね
こ
隊

山
本
一
也
後
援
会

し
ん
た
に
勝
利
後
援
会

松
本
す
す
む
を
は
げ
ま
す
会

菊
本
攝
子
後
援
会

中
平
く
に
ひ
ろ
後
援
会

平
岡
正
美
後
援
会

柳
田
章
後
援
会

盛
谷
強
後
援
会

前
田
達
郎
後
援
会

守
光�
後
援
会

近
崎
一
博
後
援
会

松
本
文
夫
後
援
会

中
岡
長
一
後
援
会

遠
茂
谷
勲
後
援
会

井
上
光
徳
後
援
会

遠
地
和
明
後
援
会

門
山
幸
昭
後
援
会

石
井

準
平

益
本

芳
夫

坂
本

三
千
男

平
岡

勝
義

二
本

俊
治

小
野

申
人

大
曽
根
哲
夫

�
川
慶
一
郎

若
野

豊

船
田

和
江

船
田

和
江

石
田

積

堺

敏
光

松
本

進

菊
本

攝
子

中
平

邦
博

平
岡

正
美

柳
田

政
見

岡
川

良
夫

熊
本

清

守
光� 近

崎

一
博

藤
川

高
水

堀
江

和
利

遠
茂
谷

勲

井
上

光
徳

遠
地

和
明

山
田

春
二

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
四

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
二
〇

一
七
・

三
・
一
六

一
七
・

三
・
一
六

一
七
・

三
・
一
〇

一
七
・

三
・

七

一
七
・

三
・

一

一
七
・

三
・

一

一
七
・

三
・

一

一
七
・

二
・
二
八
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広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利
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え
の
も
と
清
文
後
援
会

田
口
正
行
後
援
会

桜
心
会

す
や
ま
道
春
後
援
会

石
田
明
後
援
会

護
憲
・
ヒ
ロ
シ
マ
の
会

谷
川
和
穂
縁
故
会

番
場
十
郎
後
援
会

岡
山
薫
後
援
会

穴
迫
隆
史
後
援
会

橘�
政
信
後
援
会

馬
場
照
雄
後
援
会

沖
井
修
後
援
会

兼
桝
栄
二
後
援
会

明
日
の
”
ふ
ち
ゅ
う
“
を
考
え
る
会

門
田�
博
後
援
会

田
端
忠
則
後
援
会

山
中
節
子
後
援
会

田
中
義
隆
後
援
会

井
上
数
治
後
援
会

網
田

栄
喜

山
田

義
明

大
矢

宏
典

陶
山
千
津
子

石
田

素
子

金
子

哲
夫

佐
々
木
玄
造

清
水

茂

岡
山

薫

兒
玉

守
三

橘
高

政
信

木
村

盛
清

澤

圭
次

兼
桝

忠
義

中
原

幸
治

門
田�
博

橿
原

博
暁

日
下

昭
光

加
藤

信
夫

井
上

数
治

一
七
・
一
二
・
一
五

一
七
・
一
二
・

一

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
一
一

一
七
・
一
一
・
一
〇

一
七
・

八
・
一
二

一
七
・

八
・

四

一
七
・

八
・

一

一
七
・

六
・
一
八

一
七
・

六
・

九

一
七
・

五
・
三
一

一
七
・

五
・
三
一

一
七
・

五
・
二
四

一
七
・

五
・

七

一
七
・

四
・
二
五

一
七
・

四
・
二
五

一
七
・

四
・
一
七

水
田

豊

梅
尾

泰
文

大
曽
根
哲
夫

小
野

申
人

橋
本

博
明

福
本

仁

福
山

権
二

高
木

武
子

半
田

安
正

中
原

巧

島
津

賢
吾

梶
原

浩

横
路

政
之

川
口

裕
司

竹
下

正
彦

岡�
正
淳

秋
田

雅
朝

大
田

浩
右

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

府
中
市
議
会

議
員

北
広
島
町
議

会
議
員

広
島
県
議
会

議
員

府
中
市
議
会

議
員

衆
議
院
議
員

尾
道
市
議
会

議
員

庄
原
市
議
会

議
員

三
原
市
議
会

議
員

尾
道
市
議
会

議
員

庄
原
市
議
会

議
員

廿
日
市
市
議

会
議
員

三
原
市
議
会

議
員

庄
原
市
議
会

議
員

大
和
町
議
会

議
員

北
広
島
町
長

福
山
市
議
会

議
員

安
芸
高
田
市

議
会
議
員

福
山
市
長

公
職
の
種
類

水
田
豊
後
援
会

梅
尾
泰
文
後
援
会

安
芸
友
会

小
野
し
ん
じ
後
援

会 広
島
政
治
経
済
研

究
会

福
本
仁
後
援
会

福
山
け
ん
じ
を
励

ま
す
会

高
木
武
子
後
援
会

半
田
安
正
後
援
会

中
原
巧
後
援
会

島
津
賢
吾
後
援
会

梶
原
浩
後
援
会

よ
こ
ろ
政
之
後
援

会 川
口
裕
司
後
援
会

竹
下
正
彦
後
援
会

沼
正
会

秋
田
雅
朝
後
援
会

大
田
こ
う
す
け
後

援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

府
中
市
上
下
町
深
江
九
四

〇－

一

山
県
郡
北
広
島
町
有
田
四

四 広
島
市
安
芸
区
中
野
東
一

丁
目
三
四
番
九
号

府
中
市
鵜
飼
町
五
八
六－

六 広
島
市
安
佐
北
区
あ
さ
ひ

が
丘
八
丁
目
五
番
八
号

尾
道
市
向
島
町
五
六
四
二

番
地

庄
原
市
山
内
町
八
二
四－

一 三
原
市
古
浜
三
丁
目
一
番

一－

八
〇
一

尾
道
市
向
島
町
一
五
二
四

〇
番
地
二
〇

甲
奴
郡
総
領
町
大
字
稲
草

五
二
一－

三
八

廿
日
市
市
吉
和
三
〇
八－

二 豊
田
郡
本
郷
町
船
木
四
四

一
〇

庄
原
市
川
手
町
三
八
五
番

地
八

賀
茂
郡
大
和
町
大
字
箱
川

四
〇
〇
七
番
地
の
七

山
県
郡
千
代
田
町
大
字
有

田
一
九
五
二
番
地

沼
隈
郡
沼
隈
町
草
深
一
九

三
一
番
地
の
二

安
芸
高
田
市
高
宮
町
来
女

木
八
八
七
番
地

福
山
市
沖
野
上
町
三
丁
目

一
二
番
一
六
号

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

水
田

豊

梅
尾

泰
文

大
曽
根
哲
夫

小
野

申
人

橋
本

博
明

福
本

仁

福
山

権
二

高
木

武
子

半
田

安
正

中
原

巧

島
津

賢
吾

梶
原

浩

横
路

政
之

川
口

裕
司

竹
下

正
彦

岡�
正
淳

秋
田

雅
朝

大
田

浩
右

代
表
者
の

氏
名

一
七
・

七
・
二
九

一
七
・

七
・
二
五

一
七
・

六
・
二
一

一
七
・

六
・

三

一
七
・

五
・
一
八

一
七
・

四
・
一
五

一
七
・

四
・

五

一
七
・

四
・

四

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

二
・
二
八

一
七
・

二
・
二
一

一
七
・

二
・
二
一

一
七
・

二
・

四

一
七
・

一
・
二
七

一
七
・

一
・
二
六

一
七
・

一
・
一
七

一
七
・

一
・
一
四

一
六
・

八
・

五

届
出
年
月
日

(

平

成)

(号外)



広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利
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沖
田

範
彦

堀
江

貴
文

�
川

洋

広
島
市
長

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

ひ
ろ
し
ま
再
生
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク

堀
江
貴
文
後
援
会

す
げ
か
わ
洋
後
援

会

呉
市
安
浦
町
中
央
北
一
丁

目
一
八
番
八
号

尾
道
市
東
御
所
町
六
丁
目

一
八
番

広
島
市
中
区
橋
本
町
六
番

一
〇－

一
〇
〇
一

沖
田

範
彦

堀
江

貴
文

�
川

洋

一
七
・

九
・
一
三

一
七
・

八
・
二
四

一
七
・

八
・
二
二

藤
井

正
已

三
木

郁
子

岡�
正
淳

広
島
県
議
会

議
員

尾
道
市
議
会

議
員

福
山
市
議
会

議
員

藤
井
正
巳
後

援
会

三
木
い
く
子

後
援
会

沼
正
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

神
石
郡
神
石
高

原
町
坂
瀬
川
一

一
四
五－

二

尾
道
市
議
会
議

員 福
山
市
沼
隈
町

草
深
一
九
三
一

番
地
の
二

神
石
郡
三
和
町

大
字
坂
瀬
川
一

一
四
五－

二

向
島
町
議
会
議

員 沼
隈
郡
沼
隈
町

深
草
一
九
三
一

番
地
の
二

一
七
・

二
・
二
三

一
七
・

二
・
二
一

一
七
・

二
・

八

柿
沼

正
明

松
田

実

槌
原

敬
司

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

衆
議
院
議
員

北
広
島
町
議

会
議
員

三
和
町
議
会

議
員

公
職
の
種
類

柿
沼
正
明
後

援
会

松
田
実
後
援

会 槌
原
敬
司
後

援
会

資
金
管
理
団

体
の
名
称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

広
島
市
中
区
平

野
町
二
丁
目
二

九
番

山
県
郡
北
広
島

町
川
小
田
三
九

八
番
地

北
広
島
長
議
会

議
員

神
石
郡
神
石
高

原
町
父
木
野
二

九
六
〇
番
地

新 内

容

広
島
市
中
区
大

手
町
二
丁
目
六

番
三
〇
号

山
県
郡
芸
北
町

川
小
田
三
九
八

番
地

芸
北
町
議
会
議

員 神
石
郡
三
和
町

大
字
父
木
野
二

九
六
〇
番
地

旧

一
七
・

二
・

一

一
七
・

二
・

一

一
七
・

一
・

四

届
出
年
月
日

(

平

成)

垣
内

昭
子

有
田
ひ
で
み

新
田

賢
慈

金
子

哲
夫

金
子

哲
夫

渡
辺

義
則

坪
川

禮
己

三
木

郁
子

東
広
島
市
議

会
議
員

東
広
島
市
議

会
議
員

尾
道
市
議
会

議
員

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

安
芸
高
田
市

議
会
議
員

広
島
県
議
会

議
員

尾
道
市
議
会

議
員

垣
内
昭
子
後

援
会

有
田
ひ
で
み

後
援
会

新
田
賢
慈
後

援
会

金
子
哲
夫
後

援
会

金
子
哲
夫
後

援
会

渡
辺
義
則
後

援
会

広
島
県
中
央

地
域
政
策
研

究
会

三
木
い
く

子
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
広
島
市
福
富

町
久
芳
二
八
二

五 東
広
島
市
議
会

議
員

東
広
島
市
黒
瀬

切
田
が
丘
三
丁

目
一
七－

二

東
広
島
市
議
会

議
員

尾
道
市
向
島
町

五
八
八
五－

七

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

安
芸
高
田
市
高

宮
町
船
木
四
三

八
九－

三

呉
市
川
尻
町
森

二
丁
目
一
〇－

一 尾
道
市
向
島
町

三
三
五
四
番
地

一

賀
茂
郡
福
富
町

久
芳
二
八
二
五

福
富
町
議
会
議

員 賀
茂
郡
黒
瀬
町

切
田
が
丘
三
丁

目
一
七－

二

黒
瀬
町
議
会
議

員 御
調
郡
向
島
町

六
五
九
五－

二

四 参
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

安
芸
高
田
市
高

宮
町
船
木
上
土

居
之
内
八
六
番

地
の
六

豊
田
郡
川
尻
町

森
二
丁
目
一
〇

－

一
御
調
郡
向
島
町

三
三
五
四
番
地

一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
三
〇

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

川
口

裕
司

秀
吉

忠
昭

冨
野
井
利
明

木
島

丘

大
和
町
議
会

議
員

三
次
市
議
会

議
員

広
島
県
議
会

議
員

広
島
市
議
会

議
員

川
口
裕
司
後

援
会

秀
吉
忠
昭
後

援
会

ふ
た
み
会

木
島
丘
市
政

権
進
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
原
市
大
和
町

箱
川
四
〇
〇
七

番
地
の
七

三
次
市
三
和
町

上
壱
一
〇
八
四

－

一
三
次
市
議
会
議

員 三
次
市
三
和
町

上
板
木
三
三
五

広
島
市
安
佐
北

区
上
深
川
町
六

四
二－

一

賀
茂
郡
大
和
町

大
字
箱
川
四
〇

〇
七
番
地
の
七

双
三
郡
三
和
町

大
字
上
壱
一
〇

八
四－

一

三
和
町
議
会
議

員 双
三
郡
三
和
町

上
板
木
三
三
五

広
島
市
安
佐
北

区
上
深
川
町
八

二
二－

一

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・

九

一
七
・

三
・

七

一
七
・

三
・

七

(号外)



広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理

団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
五
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

一

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
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三
谷

光
男

上
村

好
輝

杉
本

武
信

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

北
広
島
町
議

会
議
員

三
谷
光
男
後

援
会

上
村
好
輝
後

援
会

杉
本
武
信
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

呉
市
中
央
六
丁

目
一
番
一
五
号

衆
議
院
議
員

山
県
郡
北
広
島

町
筏
津
一
二
四

七－

二
番
地

北
広
島
町
議
会

議
員

呉
市
中
通
三
丁

目
一
番
三
一
号

広
島
市
議
会
議

員 山
県
郡
大
朝
町

大
字
筏
津
一
二

四
七－

二
番
地

大
朝
町
議
会
議

員

一
七
・
一
二
・

九

一
七
・

八
・
一
八

一
七
・

五
・
一
一

田
辺

寿
孝

中
本�
雄

荒
谷
千
恵
子

川
口

裕
司

福
本

嘉
之

小
林

義
朗

森
岡

淑
子

中
西

純
一

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

黒
瀬
町
議
会

議
員

呉
市
議
会
議

員 安
芸
津
町
議

会
議
員

大
和
町
議
会

議
員

西
城
町
議
会

議
員

三
原
市
議
会

議
員

呉
市
議
会
議

員 大
竹
市
議
会

議
員

公
職
の
種
類

田
辺
寿
孝
後
援
会

�
城
会

あ
ら
た
に
千
恵
子

後
援
会

川
口
裕
司
後
援
会

ま
ち
づ
く
り
み
ん

な
の
会

小
林
よ
し
ろ
う
後

援
会

森
岡
よ
し
こ
後
援

会 中
西
純
一
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

東
広
島
市
黒
瀬
町
兼
沢
一

六
九
六

呉
市
焼
山
桜
ケ
丘
一
丁
目

八
番
一
四
号

豊
田
郡
安
芸
津
町
風
早
八

三
六－

三

賀
茂
郡
大
和
町
大
字
箱
川

四
〇
〇
七
番
地
の
七

比
婆
郡
西
城
町
大
字
大
家

一
二
六
六

三
原
市
東
町
三
丁
目
七－

七 呉
市
宮
原
一
一－

四－

三

大
竹
市
小
方
二－

五－

一

五 主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

田
辺

寿
孝

中
本�
雄

荒
谷
千
恵
子

川
口

裕
司

福
本

嘉
之

小
林

義
朗

森
岡

淑
子

中
西

純
一

代
表
者
の

氏
名

一
七
・

三
・

三

一
七
・

二
・

九

一
七
・

一
・
二
〇

一
七
・

一
・
二
七

一
七
・

一
・
一
七

一
七
・

一
・
一
三

一
七
・

一
・
一
一

一
七
・

一
・

四

届
出
年
月
日

(

平

成)

沖
田

範
彦

大
曽
根
哲
夫

兼
桝

栄
二

小
野

申
人

沖

茂

福
本

仁

福
原

春
人

福
山

権
二

松
本

進

渡
辺

隆
司

来
山

晋
二

竹
田

誠
莊

曽
根

薫

宮
本
専
太
郎

広
田

昭
彦

大
原

強

大
木

直
也

中
岡

照
明

乃
万

礼
子

安
浦
町
長

広
島
県
議
会

議
員

広
島
市
議
会

議
員

府
中
市
議
会

議
員

衆
議
院
議
員

向
島
町
議
会

議
員

本
郷
町
議
会

議
員

庄
原
市
議
会

議
員

大
崎
上
島
町

議
会
議
員

安
浦
町
議
会

議
員

福
山
市
議
会

議
員

安
芸
高
田
市

議
会
議
員

江
田
島
町
長

沼
隈
町
議
会

議
員

福
山
市
議
会

議
員

東
城
町
議
会

議
員

呉
市
議
会
議

員 黒
瀬
町
議
会

議
員

尾
道
市
議
会

議
員

沖
田
範
彦
後
援
会

安
芸
友
会

兼
桝
栄
二
後
援
会

小
野
し
ん
じ
後
援

会 沖
し
げ
る
後
援
会

福
本
仁
後
援
会

福
原
春
人
後
援
会

福
山
権
二
を
励
ま

す
会

松
本
す
す
む
を
は

げ
ま
す
会

渡
辺
隆
司
後
援
会

来
山
し
ん
じ
後
援

会 竹
田
誠
莊
後
援
会

曽
根
薫
後
援
会

宮
本
専
太
郎
後
援

会 広
田
昭
彦
後
援
会

大
原
強
後
援
会

大
木
直
也
後
援
会

中
岡
照
明
政
治
研

究
会

乃
万
礼
子
後
援
会

呉
市
安
浦
町
中
央
北
一
丁

目
一
八
番
七
号

広
島
市
安
芸
区
中
野
東
一

丁
目
三
四
番
九
号

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁

目
一
〇
番
二
四
号

府
中
市
鵜
飼
町
五
八
六
番

地
の
六

広
島
市
西
区
一
丁
目
二
番

五
号
七
〇
四

御
調
郡
向
島
町
五
六
四
二

番
地

豊
田
郡
本
郷
町
本
郷
一
〇

〇
九
番
地
八

庄
原
市
山
内
町
八
二
四－

一 豊
田
郡
大
崎
上
島
町
木
江

甲
一
四
一－

三

豊
田
郡
安
浦
町
中
央
ハ
イ

ツ
二
八－

一
一

福
山
市
緑
町
一－

八

安
芸
高
田
市
甲
田
町
下
小

原
三
九
〇
番
地

江
田
島
市
江
田
島
町
中
央

四
丁
目
一
二－

一
一

福
山
市
沼
隈
町
能
登
原
四

一
五－

七

福
山
市
新
市
町
大
字
戸
手

一
二
四
五
番
地

庄
原
市
東
城
町
粟
田
三
五

二 呉
市
本
町
八
番
一
八
号

賀
茂
郡
黒
瀬
町
川
角
四
五

九－

一

尾
道
市
美
ノ
郷
町
三
成
三

五
一
番
地
九
八

沖
田

範
彦

大
曽
根
哲
夫

兼
桝

栄
二

小
野

申
人

沖

茂

福
本

仁

福
原

春
人

福
山

権
二

松
本

進

渡
辺

隆
司

来
山

晋
二

竹
田

誠
莊

曽
根

薫

宮
本
専
太
郎

広
田

昭
彦

大
原

強

大
木

直
也

中
岡

照
明

乃
万

礼
子

一
七
・

九
・
一
三

一
七
・

六
・
二
一

一
七
・

六
・
一
五

一
七
・

六
・

三

一
七
・

五
・
三
〇

一
七
・

四
・
一
五

一
七
・

四
・

六

一
七
・

四
・

五

一
七
・

四
・

一

一
七
・

三
・
三
一

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
九

一
七
・

三
・
二
八

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
三

一
七
・

三
・
二
二

一
七
・

三
・
一
七

一
七
・

三
・
一
一

一
七
・

三
・

三

(号外)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

二

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

備
考

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
死
亡
に
伴
う
届
出
で
あ
る
。

平成18年 6月 5日 (月曜日) 広 島 県 報 (号外) 第 9 8 号

18

石
田

明

陶
山

道
春

三
好

章

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

広
島
県
議
会

議
員

府
中
町
議
会

議
員

福
山
市
長

公
職
の
種
類

石
田
明
後
援
会

す
や
ま
道
春
後
援

会 21
ふ
く
や
ま
を
創

る
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

広
島
市
安
佐
北
区
狩
留
家

町
四
八
三

安
芸
郡
府
中
町
青
崎
東
一

九－

三
四－

七
〇
一

福
山
市
駅
家
町
下
山
守
五

九－

一

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

石
田

明

陶
山

道
春

三
好

章

代
表
者
の

氏
名

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・
一
一
・
三
〇

一
七
・

四
・
一
二

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
旨
の

届
出
年
月
日

(

平

成)

(号外)


